
法律学演習Ⅲ法律学演習Ⅲ 　科目ナンバリング　SEM-401
　　必修　　2単位

内田　　暁

1. 授業の概要（ねらい）
　本演習では、我が国における民法学の到達点を探るべく、論文や（裁）判例を分析します。
　教科書や体系書で民法を学んでいると、しばしば従来の学説や判例理論を覚えることに集中してしまいがちです。これ
自体はもちろん、とても大事なことです。しかし他方で、民法学は社会科学の一分野でもあります。社会は固定化されたも
のではなく、日々変化してゆきます。そして、社会が変化すれば、それに応じて新たな問題も生じてきます。社会科学の一分
野としての民法学も、そのような新たな問題に対応すべく、その理論を変動させているはずですし、またそうでなければなら
ないでしょう。それでは、我が国の民法学は今、どのような状況にあり、今後どのような問題に取り組まなければならないの
でしょうか。このような問題関心から、本演習では、我が国の民法学の現状と到達点を探りたいと考えています。
　具体的には、我が国において最近（過去10年ほどを念頭に置いていますが、場合によってはそれ以前のものも含む）公
表された論文や（裁）判例を読み、分析し、民法学上の位置づけを検討します。
　演習の進行方法は次の通り。まず回ごとに報告を担当する参加者を決めます。報告を担当する参加者は論文や（裁）判
例を読み、その概要と評価をまとめたレジュメを作成し、報告します。その後、他の参加者も交えてディスカッションをします。
　春期は、ゼミでの報告の仕方に慣れてもらうためにも、主に（裁）判例の報告を中心に行う予定ですが、参加者の様子や
希望によっては、他の内容（論文報告や個別テーマ報告など）も行います。

2. 授業の到達目標
①民法学に対する理解を深める。
②論文や（裁）判例を読解することを通じて、文献を読み解き、要約する能力を修得する。
③ディスカッションを通じて、自分の意見を他者に伝える能力や他者の意見を聞く能力を修得する。

3. 成績評価の方法および基準
・報告資料の完成度や内容による評価（50％）
・ディスカッションへの参加態度や貢献度による評価（50％）
　演習形式の授業では、自身が報告を担当する回数よりも、他の参加者の報告を聞く回数の方が圧倒的に多くなります。
したがって、ディスカッションへの積極的な参加が評価対象となります。

4. 教科書・参考文献
参考文献
武藤眞朗・多田英明・宮本康博　『法を学ぶパートナー』（第3版、2017年）　成文堂

5. 準備学修の内容
　報告を担当する参加者は、論文ないし（裁）判例および関連する文献をよく読み、その概要と評価をまとめたレジュメを作
成してください。
　グループ報告を準備するにあたっては、グループ内での事前打合せ等を入念に行ってください。必要に応じて、プレゼミ
のようなものを開催しても構いません。教員への質問・相談は随時受け付けております。
　報告を担当していない参加者も、事前に関連する文献や資料に目を通して、予習を怠らないようにしてください。予習をし
ておくことで、授業時のディスカッションがより実りのあるものになります。

6. その他履修上の注意事項
　演習形式の授業は、教員だけでなく、参加者全員で作り上げるものです。したがって、参加者全員が積極的に議論に参
加することを求められます。中には「正しいことを言わなければならない」「間違えたら恥ずかしい」などの思いから、かえって
議論に参加することを躊躇ってしまう方もいるかもしれません。しかし、このような心配は一切無用です。必ずしも「正しい」
ことを言う必要はありませんし、間違えることも恥ずかしいことではありません。大事なのは、間違わないことではなく、間
違ったところを反省し、それを糧に成長することです。参加者は、誤りを恐れることなく、積極的に議論に参加してください。

7. 授業内容
【第１回】 イントロダクションと授業の進行方法についての打合せ
【第２回】 学生による報告とディスカッション
【第３回】 学生による報告とディスカッション
【第４回】 学生による報告とディスカッション
【第５回】 学生による報告とディスカッション
【第６回】 学生による報告とディスカッション
【第７回】 学生による報告とディスカッション
【第８回】 学生による報告とディスカッション
【第９回】 学生による報告とディスカッション
【第10回】 学生による報告とディスカッション
【第11回】 学生による報告とディスカッション
【第12回】 学生による報告とディスカッション
【第13回】 学生による報告とディスカッション
【第14回】 学生による報告とディスカッション
【第15回】 学生による報告とディスカッション


